
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『インボイス制度 実務対応セミナー』申込書                        お申し込み先 FAX：028-634-8694 

事 業 所 名  参 加 者 名  

所 在 地 
〒 

Ｔ Ｅ Ｌ  

メールアドレス 
(必須)                ＠ 

※本申込書にご記入いただいた情報は、本セミナーに係る各種連絡のほか、当所主催のセミナー案内などに利用させていただきます。 

主催：宇都宮商工会議所 
 

◆開催方法  オンライン配信（Zoomを使用します） 

※受講方法はチラシ裏面をご参照ください。    

◆対    象  中小・小規模事業者 
 (会員・非会員 問わず) 

◆受 講 料  無料 

◆定    員  ５０ 名 (先着順) 

 
◆申込方法   

下記申込書に必要事項をご記入の上 FAX、または二次元バーコー 

ドから申込専用フォームにて、お申込みください。後日、当商工会議所 

より「招待メール」をお送りいたします。 

    申込締切：7月 12日（火） 

・おさらい、消費税の基本 

・改めてインボイス制度とは 

・インボイス制度が始まると困る事 

・免税事業者の今後の対応 

・インボイス制度が進める 

税務の電子化 等 

 令和４年 

７月１９日(火) 

１４：００～１６：００ 

講 師 (都内会場から配信します) 

川井
か わ い

 隆史
た か し

 氏 

・かわい公認会計士・税理士事務所所長 

・税理士 

・公認会計士 

・日本プロフェッショナル講師協会認定講師 

<プロフィール> 
大卒後日本政策金融公庫入庫。公認会計士試験合格後、世

界最大級だったコンサルティング・会計事務所アーサーアンダー
センで会計監査、会計コンサルティングを経験。日本コカ・コーラ、
GEの日本法人、米国本社で予算マネジャー、経営管理担当のデ

ィレクターなどを歴任。その後上場ベンチャー等取締役 CFO を歴
任後独立。 

令和５（２０２３）年１０月からインボイス制度が始まります。こ
のインボイス制度とは、従来の区分記載請求書等（１０％と８％
に区分して記載した請求書等）に代えて、インボイス（税額票）
である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件
とする制度で、昨年の１０月より適格請求書(インボイス)発行
事業者登録が始まっております。 
また、「改正電子帳簿保存法」についても理解が必要です。
本セミナーでは、インボイス制度の導入等、事業環境変化に 
よる影響を受ける中小・小規模事業者を対象にインボイス方
式の概要から実務上対応のポイントまでを分かりやすく解説
します。ぜひ、この機会にご参加ください。 

【申込フォーム】 

お問い合わせ 

 宇都宮商工会議所 経営支援部 佐川 

   TEL:０２８－６３７－３１３１ 

   FAX:０２８－６３４－８６９４ 

 


